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１ 業務概要 

（１）契約予定件名 

未利用地利活用可能性調査等業務支援委託 

（２）目的 

世田谷区では、今後、改築等の目安となる築６５年を迎えた公共施設の改築に伴う、移転や

統合等により、跡地・跡施設（以下、「未利用地」という。）が増加していくことが想定されるた

め、令和６年３月に策定した「新たな行政経営への移行実現プラン」に基づき、未利用地の有効

活用を推進することとしている。 

未利用地利活用可能性調査等業務支援委託（以下、「本業務」という。）は、未利用地を有効的

に活用し、適切に資産の運用を図るため、課題を整理したうえで、市場動向調査等を踏まえた

利活用可能性調査を行うとともに、その調査結果を踏まえ、区が売払いすると判断した未利用

地の売払い事務の支援を行うことを目的とする。 

（３）履行期間 

契約日から令和１１年３月３１日まで 

※契約は単年度ごとに行い、当該年度の予算配当があること及び前年度の履行内容が良好と

認められることを条件とする。 

（４）対象物件 

   世田谷区内９物件 

※対象物件一覧は、秘匿情報が含まれるため、別紙１「秘密保持誓約書」を区に提出した参加

表明者のみ下記１０の窓口又は電子メールにて提供する。 

【内訳】 

対象物件 

（※１） 

利活用可能性 

調査業務 

売払い可能性 

調査業務 
売払い支援業務 

Ａ ○（※２） 

 

利活用可能性調査業務の提案結果

を踏まえ、区が一般競争入札方式

による売払いを決定した物件のみ

当該業務を実施する。 

Ｂ ○ 

Ｃ ○ 

Ｄ ○ 

Ｅ 

 

○ ○ 

Ｆ ○ ○ 

Ｇ ○ ○ 

Ｈ ○ ○ 

Ｉ ○ ○ 

    ※１…対象物件の仮名。物件の詳細については、対象物件一覧を参照すること。 

    ※２…表中「○」は必須業務。 
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（５）提案限度価格 

①利活用可能性調査業務及び売払い可能性調査業務（令和８年度業務） 

１３,２００,０００円（消費税及び地方消費税その他一切の経費を含む） 

※令和８年度履行内容分の契約に係るものであり、提案書の提出にあたっては、令和８年度

の見積書を添付すること。 

    なお、金額の算出にあたっては、契約履行期間の総額を記載するとともに、履行業務ごと

の経費を分けて記載すること。 

②売払い支援業務（令和９・１０年度業務） 

    ア 成功報酬（委託料） 

委託期間中に区が対象物件の一般競争入札を実施した結果、売買契約（入札不調後の

随意契約を含む）が成立した場合は、宅地建物取引業手数料に準じた成功報酬（委託料）

を支払う。なお、成功報酬（委託料）は、対象物件の売買代金（一般競争入札の場合は落

札価格）を下表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に本プロポーザルにお

いて提示された成功報酬（委託料）割合（消費税及び地方消費税その他一切の経費を含

む）を乗じて得た額の合計金額（消費税及び地方消費税その他一切の経費を含む）を限

度とする。この場合において、１円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

 

売買代金区分 成功報酬（委託料）割合の上限（税込） 

２００万円以下の金額 １００分の５．５ 

２００万円を超え４００万円以下の金額 １００分の４．４ 

４００万円を超える金額 １００分の３．３ 

イ 物件調査料 

委託期間中に区が対象物件の一般競争入札を実施した結果、売買契約（入札不調後の

随意契約を含む）に至らなかった場合は、対象物件１件ごとに本プロポーザルにおいて

提示された物件調査料（上限５５,０００円（消費税及び地方消費税その他一切の経費を

含む））を支払う。 

   ※令和９・１０年度履行内容分の契約に係るものであり、提案書の提出にあたっては、様式

１「見積書（令和９・１０年度業務）」を提出すること。 

（６）支払い 

①利活用可能性調査業務及び売払い可能性調査業務 

検査合格後、請求に基づき一括払いとする。 

   ②売払い支援業務に係る成功報酬（委託料）及び物件調査料 

    検査合格後、請求に基づき一括払いとする。 

【成功報酬（委託料）及び物件調査料の支払い基準】 

ア 令和８年度業務の提案内容を踏まえ、区が売払いと判断→令和９・１０年度に売買契

約（入札不調後の随意契約を含む）が成立した場合→成功報酬（委託料）のみ支払う。 
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イ 令和８年度業務の提案内容を踏まえ、区が売払いと判断→令和９・１０年度に売買契

約（入札不調後の随意契約を含む）が成立しなかった場合→物件調査料のみ支払う。 

（７）契約形態 

   ①令和８年度業務（総価契約） 

納入数量及び実施回数に基づく総価により契約するものとし、納入数量及び実施回数単価

を明記した契約金額（確定額）の内訳書を定めるものとする。 

   ②令和９・１０年度業務（概算契約） 

    区が売払いと判断した物件ごとに、区が算定した最低売払い価格を上記１（５）②アの表

の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に本プロポーザルにおいて提示された成功

報酬（委託料）割合（消費税及び地方消費税その他一切の経費を含む）を乗じて得た額の合計

金額（消費税及び地方消費税その他一切の経費を含む）を概算金額とし、その概算金額に基

づく概算契約とする。当初契約時に、各作業項目を明記した契約金額の内訳書に定め、この

業務の履行着手後、内訳書に基づき、履行期間の末日までに数量及び契約金額（算定方法は

上記１（５）②アのとおり【ただし、成功報酬（委託料）割合は本プロポーザルの提案によ

る。】）を区と受託者の協議の上で確定し、確定数量及び確定金額をもって契約の変更を行う

ものとする。 

（８）委託業務内容 

   以下の業務の実施にあたり、区が保有しているデータ等は区より提供する。 

 ＜令和８年度業務＞ 

   ①利活用可能性調査業務【上記１（４）対象物件：Ａ～Ｄ】 

    ア 対象物件の情報や課題等の整理・分析 

下記「１（８）＜令和８年度業務＞①イ及びウ」の検討に向けた対象物件の情報や課題

等の整理・分析を行うこと。 

イ 短期貸付・長期貸付（定期借地（事業用借地権含む））可能性調査・検討 

    市場動向調査又は独自の方法により、対象物件ごとに短期貸付及び長期貸付（定期借

地（事業用借地権含む））としての活用の可能性を検証すること。また、検証した貸付方

式の中で、区が適切に資産運用を図る観点から、有効的な活用方法を複数案提案すると

ともに、提案した活用方法ごとに想定貸付金額を算定すること（例：対象物件Ａについ

て短期貸付の場合においては、○○又は△△が有効的な活用方法であり、想定貸付金額

は○○の場合は◇円、△△の場合は□円である）。 

  ウ 売払い可能性調査・検討 

    市場動向調査又は独自の方法により、対象物件のポテンシャルを検証したうえで、想

定売払い金額を算定すること。なお、売払いにあたって、建物付きの対象物件について

は、解体撤去費（概算）を算出し、土地価格から差し引いたうえで、想定売払い金額を算

定すること。 

    エ 対象物件の活用方針の提案 

上記「１（８）＜令和８年度業務＞①ア～ウ」の調査・検討結果を比較したうえで、未

利用地を有効的に活用し、適切に資産の運用を図る観点から、物件特性に基づいた最適
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な活用方針を対象物件ごとに提示すること。 

  オ 庁内検討会議資料の作成支援【会議の想定回数：年１２回程度】 

対象物件の活用方針の検討に向けた、庁内検討会議資料の作成支援を行うこと。資料

の内容については、区と協議のうえ決定すること。なお打合せには同席しない。 

②売払い可能性調査業務【上記１（４）対象物件：Ｅ～Ｉ】 

    上記「１（８）＜令和８年度業務＞①ア及びウ」と同じ。 

③打合せ及び記録 

１か月に 1回程度、定例で区と打合せを行い、議事録を作成すること。 

＜令和９年度業務＞ 

①売払い支援業務 

    受託者は、区が一般競争入札方式による売払いを決定した物件について、以下のア～カの

売払い支援を行うこと。 

なお、媒介形式は、専任媒介形式とする。区は本物件の売払い業務を受託者以外の宅地建

物取引業者に重ねて依頼しない。 

    ア 現地への売地告知看板の設置 

      区が用意する「売地」看板を現地に掲示し、現地広告を行うこと。なお、設置にあたっ

ては、区担当者が同行する。 

    イ 売払い促進業務支援 

      受託者のウェブサイトへの掲載や独自の手法等により、一般競争入札公告後、速やか

に売払い促進に向けた取組みを行うこと。なお、売払い促進を行うにあたっては、事前

に区と協議のうえ決定すること。 

    ウ 一般競争入札に係る業務支援 

    （Ａ）一般競争入札による売払い参加要項等の作成 

     一般競争入札による売払い参加要項（以下、「参加要項」という。）の作成を行うこ

と。参加要項の作成にあたっては、区と協議のうえ、項目を検討すること。 

     また、参加要項に添付する物件調書をデータ作成すること。物件調書の作成にあた

っては、対象物件の現地踏査を行ったうえで、埋設物の可能性等の有無や隣地との申

し合わせ事項等の特筆すべき事項を漏れなく記載すること。 

なお、物件調書の様式は別紙２－１「物件調書様式（建物付き）」又は別紙２－２「物

件調書様式（更地）」を使用すること。 

    （Ｂ）入札参加希望者からの問合せ等対応 

一般競争入札公告後、入札参加希望者等からの対象物件に係る質問への対応や回答

作成等を区と協議のうえ実施すること。その他一般競争入札に際して必要な業務の支

援を行うこと。 

    （Ｃ）現地説明等資料作成 

       一般競争入札公告後、区が開催する現地説明等に用いる資料を作成すること。 

       なお、現地説明等には受託者も同席すること。 
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（Ｄ）重要事項説明書作成及び重要事項説明 

       説明事項の漏れや不備による区のリスクを防ぐため、最新の法令改正等の内容を反

映した重要事項説明書を作成すること。また、入開札実施後、契約締結前に落札した

事業者に対して重要事項説明を行うこと。 

    エ 一般競争入札不調後の売払い支援業務 

      一般競争入札により不調となった物件については、随意契約による売払いに移行する

など、状況に応じて区と協議のうえ、物件の売払い支援を行うこと。売払い支援の実施

にあたっては、受託者のウェブサイトへの掲載や独自の手法により、買受け希望者の探

索に当たること。 

      なお、随意契約による売払いが決定した場合は、重要事項説明書を作成するとともに、

契約締結前に契約先の事業者に対して重要事項説明を行うこと。 

    オ 売買契約書の作成等支援業務 

      区の様式を用いて売買契約書の作成を支援すること。 

    カ 売払い後の対応業務支援 

      対象物件ごとに物件の引渡しまで事業者等からの問合せ対応を行うこと。 

      なお、物件の引渡しは、買主から区に売買代金が全額納付されたときに行われたもの

とする。 

②打合せ及び記録 

１か月に 1回程度、定例で区と打合せを行い、議事録を作成すること。 

＜令和１０年度業務＞ 

①売払い支援業務 

    上記「１（８）＜令和９年度業務＞①売払い支援業務」と同じ。 

②打合せ及び記録 

１か月に 1回程度、定例で区と打合せを行い、議事録を作成すること。 

（９）区への報告 

以下の成果物を指示する期限までに作成し提出すること。 

①業務計画書（方針、工程表、体制など） 業務開始後１４日以内 

成果物：印刷文書１部及び電子データ 

②各種会議録 開催より１０日以内 

成果物：印刷文書１部及び電子データ 

③委託事業実績報告書 各年度の３月３１日まで 

成果物：印刷文書１部及び電子データ 

※電子データは原則、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰＤＦ形式とし、ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒに

て納品する。なお、電子媒体については、最新のソフトウェアによるウイルスチェックを

実施済みのものを納品するものとし、媒体の盤面に案件名および作成年月日、ウイルスチ

ェックバージョン名等を記載すること。 
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（10）権利の帰属 

作成したデータ（成果物）及び成果品の権利は、世田谷区に帰属するものとし、受託者は区の

承諾なしに使用又は公表してはならない。 

（11）納品場所 

世田谷区政策経営部政策企画課 

（12）その他 

詳細については、区の担当者と協議すること。 

（13）担当 

世田谷区政策経営部政策企画課 

TEL：03-5432-2962 

 

２ プロポーザル方式を採用する具体的理由 

本業務は、今後、改築等の目安となる築６５年を迎えた公共施設の改築に伴う移転や統合等に

より、増加が想定される未利用地を有効的に活用し、適切に資産の運用を図るため、課題を整理

したうえで、市場動向調査等を踏まえた利活用可能性調査等を行うとともに、その調査結果を踏

まえ、区が売払いすると判断した未利用地の売払い業務の支援を行うことを目的に業務を委託す

るものである。 

本業務の履行に際し、未利用地利活用可能性調査等を行うにあたっては、最新の客観的データ

に基づき、不動産の市場価値や状況を見極める専門的な知見や高度な分析力、現状の課題を把握

したうえで、最適な活用プランを構築する提案力（ノウハウや実績）が必要不可欠である。   

また、売払い支援業務を行うにあたっては、独自の販売チャネルや各種媒体を活用した広告活

動を実行できる販売促進力、ノウハウや実績に基づき、売払い前からアフターフォローまで一括

して対応可能なサポート力が必要不可欠である。 

それらの知見やノウハウ等の水準により、委託業務の品質及び進捗管理、課題への対応に大き

な違いが出てくることが想定されることから、本業務を委託するにあたり最適な提案が得られる

よう、プロポーザル方式により選定を行う。 

 

３ スケジュール（予定） 

 内 容 日 時 

①  説明書の交付 
令和７年１２月２５日（木） 

～令和８年１月１３日（火） 

② 参加表明書の提出期間 
令和７年１２月２５日（木） 

～令和８年１月１３日（火）午後５時 

③ 招請通知 令和８年１月１４日（水） 

④ 質問の受付期間 
令和８年１月１５日（木） 

～令和８年１月２０日（火）午後３時 

⑤ 質問の回答 令和８年１月２３日（金） 
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 内 容 日 時 

⑥ 提案書の提出期間 
令和８年１月１５日（木） 

～令和８年２月６日（金）午後３時 

⑦ １次審査（書類審査） 
令和８年２月１０日（火） 

～令和８年２月１８日（水） 

⑧ １次審査結果通知 令和８年２月１９日（木） 

⑨ ２次審査（ヒアリング審査） 令和８年２月２７日（金） 

⑩ 審査結果の通知 令和８年３月上旬 

⑪ 契約予定時期 令和８年３月下旬予定 

 

４ プロポーザルに参加できる者の資格 

本プロポーザルに参加できる者は、（１）から（11）の項目に該当する単独法人または（12）の

項目に該当する複数法人による共同事業体とする。 

（１）世田谷区の競争入札参加者名簿に登録されていること。または当該資格を足る同等の条件を

満たしていること。 

   なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、次の書類を提出

すること。 

   ①履歴事項全部証明書 

   ②税務署が発行する納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」） 

   ③提案を行う営業所が所在する都道府県が発行する法人事業税の納税証明書（営業所の所在

都道府県が発行できない場合は、本店の所在都道府県が発行するものでも可） 

   ④財務諸表（令和５・６年度の過去２年度分） 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１

第１項において準用する場合も含む）の規定に該当しないこと。 

（３）区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 

（５）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではない

こと。 

（７）宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３条第１項の規定による免許を受けてい

る者又はこれらの者で構成される団体であること。 

（８）過去２年以内に宅地建物取引業法第６５条第１項又は第３項の規定による指示を受けていな

いこと。また、過去５年以内に同条第２項又は第４項の規定による業務停止の処分を受けて

いないこと。 
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（９）令和３年度以降に、官公庁、独立行政法人、地方独立行政法人又は特殊法人若しくは認可法

人・指定法人において、次に掲げるいずれかの業務を受託した実績があること。  

①土地等の利活用に関する可能性調査・検討業務 

  ②土地等の売払い支援業務 

（10）未利用地利活用可能性調査等業務支援委託に係るプロポーザル委員が主宰、役員、顧問及び

所属をしている団体でないこと。 

なお、選定審査委員会の構成員は下記１２（16）のとおり。 

（11）提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

（12）共同事業体で参加する場合は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

①代表構成員及び構成員の全てが（１）から（６）、（10）及び（11）の要件を全て満たしている

こと。 

②代表構成員及び構成員のうち少なくとも１者が（７）及び（８）の要件を満たしていること。 

③代表構成員または構成員のうち少なくとも１者が（９）の要件を満たしていること。 

④代表構成員が、本業務全体の統括を担う能力を有すること。 

※単独法人として参加表明書を提出した後は、新たに代表構成員や構成員として共同事業体

を組成して応募することはできないこととする。 

※共同事業体として参加表明書を提出した後は、新たに共同事業体の構成員を追加したり、

単独法人として応募したりすることはできないこととする。 

  

５ 説明書等の交付並びに参加表明書等の提出期間、場所及び方法 

（１）説明書等の交付期間、場所及び方法 

①交付期間 

令和７年１２月２５日（木）～令和８年１月１３日（火） 

（窓口配布の場合：土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く、午前８時３０分～午後５時ま

で） 

②場所及び方法 

場所は下記１０に同じ。 

下記１０での窓口配布、又は区ホームページからのダウンロードに限る。 

（２）参加表明書等の提出期限、提出場所及び方法 

①参加表明書等 

 ア 様式２「参加表明書」 

〈添付書類〉 

  （Ａ）履歴事項全部証明書（発行日から３ヶ月以内） 

  （Ｂ）納税証明書①（税務署が発行する「その１」及び「その３」、発行日から３ヶ月以内） 

（Ｃ）納税証明書②（法人住民税・事業税、発行日から３ヶ月以内） 

（Ｄ）財務諸表（令和５・６年度の過去２年度分） 

（Ｅ）法人の定款 

  （Ｆ）法人の概要が分かる資料（会社パンフレットなど） 
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（Ｇ）宅地建物取引業免許証の写し 

（Ｈ）宅地建物取引業法第９条の規定による変更の事実があり、免許を受けた国土交通大

臣又は知事に届出を行っていない場合は、変更の内容を記載した書面 

（Ｉ）上記４（12）で構成される団体による応募においては、当該共同事業体を構成する法

人ごとの定款又は会則等の書面 

 イ 様式３「業務実績書」 

〈添付書類〉 

（Ａ）契約書の写し 

②提出期限 

   令和８年１月１３日（火）午後５時まで（必着） 

③提出方法 

必要書類を添付のうえ、下記１０の窓口に持参若しくは郵送により提出すること。 

なお、窓口に持参する場合は、提出日時を事前に電話で予約すること。また、郵送等により提

出する場合は、到着確認の連絡を必ず行うこと。未着や遅延については、理由を問わず提出を

受け付けないものとする。 

④参加辞退 

参加申込後に辞退する場合は、様式５「参加辞退届」を提出すること。参加辞退届は、所在

地、事業者名、代表者名、辞退理由、連絡担当者を記載し、社印を押印して提出すること。提出

方法は５（２）③と同様とする。 

 

６ 質問について 

提案書作成にあたっての質問は、様式６「質問書兼回答書」をもって電子メールでのみ行い、電

話や来庁等による質問には応じないものとする。件名冒頭に「【未利用地利活用可能性調査等業務

支援委託】」と明記し、送信後、確認の連絡を行うこと。 

なお、回答については、質問内容を取りまとめたうえで、招請通知を送った者全て（参加辞退者

は除く）に電子メールで配信する。 

  質問締切：令和８年１月２０日（火）午後３時まで 

  回  答：令和８年１月２３日（金） 

  提 出 先：令和８年１月１４日（水）付けで送付する招請通知に記載のメールアドレスまで 

 

７ 提案書の提出者を選定するための基準 

  本件では、提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

８ 提案書の提出期限、提出先及び方法 

（１）提案書の部数 

１１部（正本１部、副本１０部） 

※正本、副本ともにＡ４紙ファイル綴じとし、Ａ３資料は片袖折りとすること。 
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（２）提案書の提出期限、提出先及び方法 

①提出期限 

   令和８年２月６日（金）午後３時まで（必着） 

②提出先 

   下記１０に同じ。 

③提出方法 

電子メールにて、ＰＤＦデータを提出すること。 

※メールアドレスは招請通知にて記載する。 

 

９ 提案書に求める内容 

（１）書式及び内容について 

①提案書は、文字サイズ１２ポイントを標準とし、読みやすい大きさとする。 

②用紙は片面Ａ４印刷を基本とし、カラー可とするが、白黒コピーを想定した作りとすること。 

③提案書は下記９（２）の項目について記載すること。 

④会社名その他提出者が容易に特定できる情報は、提案書の正本にのみ記載し、副本には一切

記載しないこと。違反がある場合は、当該部分の提案書を無効とする場合がある。 

⑤下記９（２）留意事項に示された条件に適合しない場合は、無効とする場合がある。 

⑥理解しにくい用語や専門用語には注釈を記載すること。 

⑦提出物の記載内容等について区担当者より質問がある場合は、個別に連絡をとることがある。 

⑧提出後の提案書の内容の変更は認めない。 

（２）提案書 

項目 留意事項 

①提案書表紙 

【Ａ４サイズ、縦】【１枚】 

①提案書表紙 

・提案書の表紙に、以下の項目を記入すること。 

宛名：世田谷区役所 政策経営部政策企画課 あて 

件名：未利用地利活用可能性調査等業務支援委託提案書 

提出年月日：実際の提出年月日を記入 

②業務実績書 

【Ａ４サイズ、縦】 

【様式３】 

②業務実績書 

・様式３「業務実績書」に基づき、令和３年度以降に、官公庁、独

立行政法人、地方独立行政法人又は特殊法人若しくは認可法人・

指定法人において、次に掲げるいずれかの業務を受託した実績

を記載すること。 

ア 土地等の利活用に関する可能性調査・検討業務 

 イ 土地等の売払い支援業務 

③事業者体制等 

【Ａ４サイズ、横】 

【様式４】 

③事業者体制等 

・様式４「事業者体制等」に基づき、担当区分、担当業務、事業者

名、氏名、年齢、採用年月、在籍年数、各種免許、公有地の利活
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用可能性調査・検討業務又は売払い支援業務実績（実績がある場

合のみ）、不動産取引年数の項目について、担当者ごとに記入す

ること。 

④事業全体の実施方針等 

⑤実施体制に関する事項 

【Ａ４サイズ、縦】【４枚以内】 

④事業全体の実施方針等 

・本業務の履行にあたり、特に重視する方針を記述すること。 

・本業務を履行するうえで、競合他社よりも優れていると自認す

るポイントとその理由を記述すること。 

・想定スケジュールについて、各実施項目の工程が分かるように

記述すること。 

⑤実施体制に関する事項 

・各業務に係る配置人員、役割、区との連絡体制等を記述するこ

と。 

⑥利活用可能性調査業務及び売払

い可能性調査業務 

【Ａ３サイズ、横】【４枚以内】 

⑥利活用可能性調査業務及び売払い可能性調査業務 

・利活用可能性調査業務及び売払い可能性調査業務の調査手法を

具体的に記述し、作成資料のイメージを提示すること。 

・対象物件の想定貸付金額及び想定売払い金額について、その算

定根拠と算定手法を、具体的に記述すること。 

・利活用可能性調査業務及び売払い可能性調査業務の実施にあた

り、競合他社よりも優れていると自認するポイントとその理由

を記述すること。 

⑦売払い支援業務 

【Ａ３サイズ、横】【４枚以内】 

⑦売払い支援業務 

・売払いに向け想定される課題がある場合の、課題の整理・解決手

法について、具体的に記述すること。 

・売払い促進に向けて、広告手法及び頻度、情報発信するためのネ

ットワーク体制について、具体的に記述すること。 

・一般競争入札による売払い参加要項の作成等、一般競争入札や

一般競争入札不調後に係る業務支援の実施手法について、具体

的に記述すること。 

・売払い促進業務の実施にあたり、競合他社よりも優れていると

自認するポイントとその理由を記述すること。 

⑧その他 

【Ａ４サイズ、縦】【１枚以内】 

⑧その他 

・追加提案等その他としてのものがあれば記述すること。 

⑨見積書・内訳書（令和８年度業務） 

⑩成功報酬（委託料）割合（令和９・

１０年度業務） 

⑪物件調査料（令和９・１０年度業

務） 

⑨見積書・内訳書（令和８年度業務） 

・令和８年度業務にかかる総事業費の見積を記載すること。 

・提案限度価格の範囲で総額を見積もること。なお、金額は円単位

とし、消費税込みの金額を記載すること。 

・事業を運営するための経費の内訳が分かるように詳細な見積書
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【Ａ４サイズ、縦】 

【様式１】※⑩・⑪のみ 

を作成すること。 

⑩成功報酬（委託料）割合 

・様式１「見積書（令和９・１０年度業務）」に基づき、委託期間

中の売払い支援業務において、区が対象物件の一般競争入札を

実施した結果、売買契約（入札不調後の随意契約を含む）が成立

した場合の成功報酬（委託料）割合（消費税及び地方消費税その

他一切の経費を含む）を記載すること。なお、記載にあたって

は、宅地建物取引業法の報酬割合の上限以内、パーセント表示で

小数点以下１位までとすること。 

⑪物件調査料 

・様式１「見積書（令和９・１０年度業務）」に基づき、委託期間

中の売払い支援業務において、区が対象物件の一般競争入札を

実施した結果、売買契約（入札不調後の随意契約を含む）に成立

しなかった場合の対象物件１件あたりの物件調査料を、提案限

度価格の範囲内で記載すること。 

 なお、金額は円単位とし、消費税及び地方消費税その他一切の経

費を含む金額を記載すること。 

 

１０ 説明書等の交付、参加表明書及び提案書の提出先など 

世田谷区 政策経営部 政策企画課（東棟４階４０７番窓口）  担当 中農、櫻井、谷 

住所：〒154-8504 世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

TEL：03-5432-2962 

受付時間 午前８時３０分～午後５時まで（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く） 

 

１１ 提案書の審査方法 

（１）審査 

「未利用地利活用可能性調査等業務支援委託に係るプロポーザル審査委員会設置要綱」に

より審査委員会を設置し、別に定める審査要領に基づき採点し、２段階審査方式で実施する。

その際、１次審査の点数は２次審査に引き継がれるものとする。なお、審査の結果、一定の基

準を超える提案事業者が存在しなかった場合は、候補者の特定を行わないものとする。 

    ①１次審査 

提案書の内容について書類審査を行い、上位３者を２次審査対象者として選定する。な

お、提案書の内容について選定上確認等の必要がある場合は説明を求めることがある。 

    ②２次審査 

提案書の内容について、提案事業者による約１５分程度のプレゼンテーション（自己紹

介含む）と審査委員による約３０分程度のヒアリングを行い、審査結果を踏まえ１者を候 

補者として特定する。 
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なお、審査中の事業者からの説明は、契約成立後に本業務に従事する責任者が行うこと。 

    ア 日程：令和８年２月２７日（金）午後 

     イ 場所：世田谷区役所第二庁舎５階２・５・１会議室 

   ※開始時刻等の詳細は令和８年１月１４日（水）以降の別途招請通知の送付によって通知す

る。 

（２）審査委員会 

委員長 関係部長 １名 

委 員 関係課長 ４名 

（３）審査基準 

  ①１次審査 

   提案書に基づき書類審査を行う。 

  ア 業務実績 

令和３年度以降に、官公庁、独立行政法人、地方独立行政法人又は特殊法人若しくは認

可法人・指定法人において、土地等の利活用に関する可能性調査・検討業務又は土地等の

売払い支援業務の契約実績があるか。 

  イ 事業者体制等 

公有地の利活用に関する可能性調査・検討業務又は公有地等の売払い支援業務の経験を

有する者を配置できているか。 

ウ 業務理解 

  （Ａ）提案全体における事業全体の実施方針 

   ・区の状況や課題の把握・分析を踏まえた実施方針となっているか。 

   ・区の仕様に対し、業務の目的、内容を十分に理解し、区の資産管理の推進に向けた取組み

をより一層推進していくことに寄与するものとなっているか。 

  （Ｂ）業務実施スケジュール 

区の仕様に対し、各業務の作業順序を意識した、効率的で実現可能なスケジュールとな

っているか。 

  エ 実施体制 

    各業務を円滑に遂行するための体制が構築されており、業務分担が明確になっているか。 

オ 業務内容（提案内容） 

（Ａ）利活用可能性調査業務及び売払い可能性調査業務に係る提案 

 ・利活用可能性調査業務及び売払い可能性調査業務にあたっての調査手法が区にとって有

効な提案となっているか。 

 ・対象物件の想定貸付金額及び想定売払い金額について、その算定根拠と算定手法が区に

とって有効な提案となっているか。 

（Ｂ）売払い支援業務 

 ・売払いに向け想定される課題がある場合の課題の整理・解決手法が区にとって効果的な

提案となっているか。 
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 ・売払い促進に向けた広告手法及び頻度について、独自の工夫があるとともに、具体的な

ネットワーク体制や方法が明確なものとなっており、区にとって効果的な提案となって

いるか。 

 ・一般競争入札による売払い参加要項の作成等、一般競争入札や一般競争入札不調後に係

る業務支援の実施手法等が、区にとって効果的な提案となっているか。 

（Ｃ）その他（追加提案等その他としてのものがあれば記載する。） 

  本業務の目的を理解したうえで的確で効果的な提案となっているか。 

  カ 価格の妥当性 

   ・令和８年度業務に係る提案内容に対し、算出された提案額は妥当か。 

・令和９・１０年度業務に係る成功報酬（委託料）割合及び物件調査料の提案額は妥当か。 

  ②２次審査 

   提案書に基づきヒアリング審査を行う。 

ア 専門技術力（公有地の利活用可能性調査・分析、公有地の有効活用・売払い事業等に関す

る専門的な知識） 

  提案書の内容をよく補完しており、専門技術を十分に発揮できると認められるか。 

イ コミュニケーション能力 

  説明が分かりやすく、質問に対する応答が迅速かつ的確か。 

ウ 実現性 

  本業務の目的を理解し、目的を達成するために効果的で実現可能な業務内容、考え方の

提案になっているか。 

エ 取り組み意欲 

  業務に対する熱意、取り組み意欲が強く感じられるか。 

（４）審査結果 

審査の結果については、令和８年３月上旬頃に文書で発送する。また、区は選定事業者名及

び審査結果について、必要に応じて公表することができるものとする。 

 

１２ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る 

（２）契約等について 

①契約保証金 免除 

②契約書作成の要否 要 

③当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約

により締結する予定の有無 無 

④本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、区は特定された提案書の内容に拘束され

ないものとする。 

⑤審査の結果、第一順位の提案者を委託先の第一候補者として委託内容の詳細および仕様に

ついて協議し、区および候補者双方の合意に基づき契約を締結する。 

⑥第一候補者が辞退した場合は、次点の候補者と契約にむけた協議を行うこととなる。 
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⑦業務の全部または主要な部分を第三者に委託してはならない。本業務の一部を再委託する

場合は、事前に区の書面による承諾を得ることとする。 

⑧本業務により知り得た情報を、区の事前の許諾なくして第三者に漏らしてはならず、この

旨を委託業務に従事する者へ周知徹底しなければならない。また、契約期間満了後も、同

様とする。 

⑨別紙３「電算処理の業務委託契約の特記事項（兼電算処理の個人情報を取り扱う業務委託

契約の特記事項）」を遵守すること。 

（３）本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用はできない。 

（４）受託者の対象物件買受の制限 

   ①受託者が入札に参加することは禁止する。 

   ②入札不調後、随意契約による売払いの対象となった物件は受託者自らが購入できる。 

（５）買受人からの媒介報酬の徴収制限 

  ①入札で落札した買受人から媒介報酬を受け取ることは禁止する。 

  ②入札不調後、受託者の探索による媒介報酬受け取りについては、区は制限しない。 

（６）業務の履行開始後、提案時に提出した予定配置者は原則として、変更できないものとする。病

休、死亡、退職等の極めてやむを得ない理由により変更を余儀なくされた場合には同等以上

の資格・スキルを持つ者を配置し、区の承諾を得なければならない。 

（７）関連情報を入手するための照会窓口は上記１０に同じ 

（８）参加表明書及び提案書の作成ならびに提出にかかる業者の費用については、区では一切負担

しない。 

（９）区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める。なお、追加書類の提出に係る費用は提案

者の負担とする。 

（10）本選定の過程において業者から提出された資料等については返却しない。また、区は選定作

業に必要な場合は提案書の複製を作成することができるものとする。 

（11）提出された書類の記載事項に虚偽のあることが判明した場合、その参加者は失格とする。 

（12）提案書の提出後に参加資格要件に該当しないこととなった場合は、審査及び契約交渉の対象

としない。 

（13）透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の

称号・名称、並びに提案書を特定した理由（審査経過等）については、世田谷区情報公開条例

（平成１３年３月１３日、世田谷区条例第６号）の規定に基づき第三者に開示する場合があ

る。 

（14）事業者選定後、区と選定者の協議により、最終的な仕様を決定し、後日契約する。なお、成果

物の著作権は、区に帰属するものとする。 

（15）提案書作成にあたり、区関係部署と交渉することを禁止する。 

（16）未利用地利活用可能性調査等業務支援委託に係るプロポーザル委員の構成員は次のとおり。 

   ①政策経営部長 有馬 秀人 

  ②政策経営部政策企画課長 小泉 輝嘉 

  ③政策経営部副参事（公共施設担当） 大橋 弘典 
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  ④政策経営部官民連携・行政手法改革担当課長 斉藤 洋子 

  ⑤世田谷総合支所街づくり課長 菊池 正則 


